
福岡市精神保健福祉センタ－運営協議会設置要綱 

 

  （設  置） 

第１条 福岡市精神保健福祉センタ－の効率的な運営を図るため、福岡市精神保健福祉センタ－運営協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（審議内容） 

第２条 協議会は、市民の心の健康づくり、精神障がい者の社会復帰及び保健所等への技術支援など、

精神保健福祉施策推進の専門的、中核的施設である福岡市精神保健福祉センタ－の運営について協

議を行い、必要に応じて意見具申を行う。 

（組  織） 

第３条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。 

（1） 学識経験者（２人） 

（2） 関係機関代表者（７人） 

（3） 行政関係者（５人） 

２ 協議会に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。 

（任  期） 

第４条 委員の任期は就任の始期からその属する年度の３月３１日まで及び翌年度の４月１日から３

月３１日までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会  議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長を務める。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（庶  務） 

第６条 協議会の庶務は、保健医療局精神保健福祉センタ－において行う。 

（委  任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は運営協議会で定める。 

  附 則 

  この要綱は平成１３年３月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は平成１８年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和４年４月１日から施行する。 

 

 


